
インターンシップ事業実施奨励金（令和6年度）
中小企業がインターンシップで学生を受け入れたことに対する奨励金を支給することにより、中小企業の人材確保等の
創出に寄与することを目的とします。

愛媛県四国中央市

助成型（※2）

人材育成・雇用

市内に本店が所在し、事業活動を行っている中小企業者

2024年4月1日～2025年3月31日

・奨励金額 受け入れた学生1名当たり1日につき8000円
・限度額 10万円

支給対象事業：令和6年4月1日以降に開始したインターンシップが支給対象

四国中央市役所 経済部産業支援課
電話：0896-28-6186

https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/soshiki/22/41904.html
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